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約47ha敷地面積中区山下町277-1 ほか所在地
400％容積率商業地域用途地域

第７種高度地区
（最高限31m）高度地区80％建蔽率

横浜港臨港地区
（分区：商港区）臨港地区準防火地域防火地域

都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域その他

開発予定区域の概要(現況)は以下のとおりです。

山下ふ頭の概要



これまでの経過・趣旨

【答申について】
令和５年８月から学識者と地域関係団体で構成された横浜市

山下ふ頭再開発検討委員会において、まちづくりの方向性や導
入機能等について議論されました。
令和６年12月に、「世界に誇れる、魅せる『緑と海辺』空間

の創造」をはじめとする「目指すべき姿」と、実現に向けた土
台となる「基盤・空間の考え方」の２つを柱とする答申がとり
まとめられました。

【基本的な方向性について】
答申を踏まえ、本市が描く新たなまちの姿をイメージいただ

けるよう、骨格となる山下ふ頭の将来像として再開発のテーマ
と取組の考え方を「基本的な方向性」として、取りまとめまし
た。

3

令和６年12月 令和７年６月 令和７年７月〜 令和８年度頃

今回
ご説明

【答申の全体像】



答申を踏まえた基本的な方向性（リーフレットＰ２、３）
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答申を踏まえた基本的な方向性（リーフレットＰ４、５）
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答申を踏まえた基本的な方向性（リーフレットＰ６）



時代を超えて愛される
横浜の夜間景観

ベイブリッジからの
見え方・群景

街並みの調和と個性の対比 山下ふ頭における
新たな視点場

横浜の新たな象徴となる魅力的な景観デザイン（本編 Ｐ36）

（１）世界に魅せる、時代を超えて愛される都市景観の創出

・多くの人を惹きつけるとともに、市民が誇りに思い、時代を超えて長く愛され続ける景観を形成する
・新たに生み出される緑や海辺の空間、最先端の技術を取り入れた建築物などにより、これからの横浜を
代表し、世界に誇る都市景観を形成する

（２）都心臨海部全体との調和と、個性の発揮のバランス

・周辺地区の織り成す景観と調和しつつ、各地区の個性と対比的に引き立て合うことで、都心臨海部の景観的
価値を更に高める。

・山下公園や大さん橋など陸側だけでなく、横浜の新たな玄関口として、船上やベイブリッジなど海側から
の見え方にも留意し、魅力的なランドスケープや建築物により、都心臨海部における新たな群景を創造する

（３）山下ふ頭ならではの景観体験の創造

・街としての一体感を持ちつつも、様々な空間や営みを演出し、多様な景観を創造する
・船が行き交う港の様子や洗練された街並みなど、今ある横浜の景観を楽しむ新たな視点場を作り、体験の質
を高める
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これまでの経過
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【答申について】
令和５年８月から学識者と地域関係団体で構成された横浜市

山下ふ頭再開発検討委員会において、まちづくりの方向性や導
入機能等について議論されました。
令和６年12月に、「世界に誇れる、魅せる『緑と海辺』空間

の創造」をはじめとする「目指すべき姿」と、実現に向けた土
台となる「基盤・空間の考え方」の２つを柱とする答申がとり
まとめられました。

【基本的な方向性について】
答申を踏まえ、本市が描く新たなまちの姿をイメージいただ

けるよう、骨格となる山下ふ頭の将来像として再開発のテーマ
と取組の考え方を「基本的な方向性」として、取りまとめまし
た。

令和６年12月 令和７年６月 令和７年７月〜 令和８年度頃

今回
ご説明

【答申の全体像】

再 掲


